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ユニット型介護予防短期入所生活介護  

「うねめの里はるひめショートステイ」 重要事項説明書 

１ 設置主体                        （令和７年１２月１日現在） 

法人名 社会福祉法人 郡山福祉会 

法人所在地 郡山市片平町字妙見舘１番地２ 

電話番号 ０２４－９６１－８６３３ 

代表者氏名 理事長  矢部 真裕美 

設立年月日 平成元年５月３０日 

 

２ 施設概要 

事業所名 うねめの里はるひめショートステイ（介護予防） 

事業所指定番号 ０７７０３０４９３９ 号 

施設の所在地 郡山市片平町字妙見舘１０番地１ 

電話番号 ０２４－９５３－３２８５ 

ファックス番号 ０２４－９５３－３２８６ 

管理者 施設長  矢部 真裕美 

入居定員 １０人 

開設年月 平成２７年５月 

事業目的 利用者がその有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って

自律的な日常生活を営むことができるようにするため、介護予防居宅サービ

ス計画に基づき、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うこと

により、利用者の日常生活を支援します。 

社会福祉法人郡山福祉会が開設するうねめの里はるひめショートステイ

（以下「施設」という。）が行うユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業（以下「事業」という。）に対し、人員及び管理運営に関する事項を定

め適正な運営を確保します。 

運営方針 １ 本事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅にお

ける生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、ユニッ

トにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこ

とを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族

の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。 

２ 施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、 

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、

介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めます。 

 第三者評価受審 令和元年度 福島県 ９７番 

審査機関：福島県社会福祉協議会 
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３ 設備概要 

居室 １人部屋 １０室 洋式トイレ付 

設備 共同生活室 １室 食堂、リビング、機能訓練室を兼ねる 

地域交流室 １室 「橘（たちばな）」「遊友（ゆうゆう）」「瓢（ひさご）」 

浴室 ２室 リフトインバス１台、特殊浴槽１台 

医務室 １室  

リラクゼーション室 １室 「リラ」 

 

４ 職員体制（主な職員） 

職  名 
必要数 区別 常勤 

換算人員 
職 務 内 容 

常勤 非常勤 

管理者（施設長） １名 １名 ０名 0.1名 業務の一元的管理 

医師（嘱託医師） １名 ０名 ２名 0.2名 健康管理及び療養上の指導 

生活相談員 １名 １名 ０名 １名 生活相談及び援助 

介護支援専門員 １名 １名 ０名 １名 地域密着型施設サービス計画作

成等 

介護職員 １６名 ２１名 ４名 22.1名 介護業務   

介護福祉士：２０名 

看護職員 １名 ２名 ０名 ２名 看護業務及び保健衛生 

正看護師：２名  

機能訓練指導員 １名 １名 ０名 １名 身体機能の維持、回復訓練、 

指導 

管理栄養士 １名 １名 ０名 １名 個別栄養管理、食事管理等 

なお、特別養護老人ホームと同じ職種については兼務することとします。 

 

５ 職員の勤務体制 

職    種 勤 務 体 制 

施 設 長 ８：30 ～ 17：30 

医   師 
内科医  毎週金曜日     14：30 ～ 15：30 

精神科医 第１,３,５火曜日  14：00 ～ 14：30 

生活相談員、介護支援専門員、 

管理栄養士、事務員 
８：30～17：30 

介護職員 

早番：７：00 ～ 16：00、 ６：50 ～ 15：50 

日勤：８：30 ～ 17：30、 ８：00 ～ 17：00 

遅番：11：00 ～ 20：00 

特遅：12：00 ～ 21：00、 12：10 ～ 21：10 

夜勤：21：00 ～ ７：00 

その他ユニット毎に夜勤以外は柔軟な勤務体制をとります 

看護職員 
早番：７：30 ～ 16：30 

日勤：８：00 ～ 17：00 



 - 3 - 

遅番：10：00 ～ 19：00 

機能訓練員 日勤：８：30 ～ 17：30 

 

６ 施設サービスの概要 

(１) 介護保険給付サービス 

種  類 内           容 

介  護 １ 介護にあたっては、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築

き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況に応

じ、適切な技術をもって行います。 

２ 利用者の日常生活における家事を、利用者がその心身の状況等に応じて、

それぞれの役割を持って行うよう適切に支援します。 

３ 利用者が身体の清潔を維持し精神的に快適な生活を営むことができるよ

う、適切な方法により利用者に入浴の機会を提供します。ただし、やむを得

ない場合には清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることとし

ます。 

４ 利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排泄の自律について必

要な支援を行います。おむつを使用せざるを得ない利用者については、排泄

の自律を図りつつそのおむつを適切に取り換えます。 

５ 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するた

めの体制を整備します。 

６ 前各項に規定するものの他、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生

活上の行為を適切に支援します。 

機能訓練 利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営む上で必要な機能を改善し、

又は減退を防止するために訓練を行います。 

健康管理 看護職員が健康チェック、服薬管理等を行い、健康管理に努めます。 

相談及び援助 利用者の心身の状況やその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用

者又はその家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言や

その他の援助を行います。 

食  事 １ 食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮したものとし、利

用者の心身の状況に応じて適切な方法により、食事の自律について必要な支

援を行います。 

２ 利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用

者がその心身の状況に応じてできる限り自律して食事を摂ることができる

よう必要な時間を確保します。 

３ 利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつ

つ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援します。 

４ 食事の時間は概ね以下のとおりとします。 

     朝食  ７：50 ～ ９：20 

     昼食  12：00 ～ 13：30 

     夕食  18：00 ～ 19：30 
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看護体制 看護職員により 24時間の連絡体制を確保し健康上の管理をいたします。 

送迎の実施地域 郡山市内 

(２) 介護保険給付外サービス 

種  類 内                容 

希 望 食 通常提供させていただく食事以外に特別にご希望がある場合は、医

師の確認を得て提供します。 

理美容サービス 月 1回、理容師の出張による理髪サービスを利用いただけます。 

領収証再発行 依頼時に利用料領収証を再発行致します。 

その他、日常生活上必要

となる諸費 

・家電製品の持ち込みは、施設長の許可が必要となります 

その際テレビ・冷蔵庫については別途電気使用料をいただきます。 

・通常の洗濯が不可能な衣類にかかるクリーニング代は実費で負担し

ていただきます。 

・利用者及び代理人の申請により、サービス内容の記録開示をします。 

開示場所は事務室で、開示時間は、午前９時から午後５時とします。 

複写物の交付を受けることもできます。 

社会生活上の便宜 ・利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供

するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援します。 

 

７ 利用料金 

  利用料金は、法定料金の自己負担額と所定料金の利用分の合計金額となります。 

（１）介護保険法が定める法定料金 （令和６年８月改定介護報酬対応） 

①基本サービス料金  

介護認定 単位数／日 
自己負担額（円）／日 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援１ ５２９ ５２９ １,０５８ １,５８７ 

要支援２ ６５６ ６５６ １,３１２ １,９６８ 

②加算料金等     

区   分 単位数／日 
自己負担額（円）／日 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２ ２２ ４４ ６６ 

機能訓練体制加算 １２ １２ ２４ ３６ 

△認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４ ４ ８ １２ 

△若年性認知症利用者受入加算 １２０ １２０ ２４０ ３６０ 

△施設送迎加算（片道） １８４ １８４ ３６８ ５５２ 

△認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００ ２００ ４００ ６００ 

 

区  分 単位数／月 
自己負担額（円）／月 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

△ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００ １００ ２００ ３００ 

△ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０ １０ ２０ ３０ 
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区  分 
単位数／回 

自己負担額（円）／回 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

△療養食加算（（医師の食事箋に基づく

療養食提供の場合、１日３回を限度） 
  ８   ８   １６   ２４ 

△口腔連携強化加算  ５０  ５０  １００  １５０ 

※△印がついている項目については、その事由発生時に限り加算されます。 

※介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）として、１月につき法定料金×１４.０％が加算となります。 

※一定以上所得者は、自己負担額が介護報酬告示上の額の利用者負担割合に応じた額となります。 

 

（２）所定料金 

（介護保険法で基本サービスとは別に利用者が自己負担することとされ、事業所ごとに利用

者との契約に基づくものとされている） 

①食費（4段階の方）    

朝食            ４４０円 

昼食（おやつを含む）    ７５０円 

夕食            ５５０円 

     （4段階以外の方） 

朝食            ３３５円 

昼食（おやつを含む）    ６１０円 

夕食            ５００円 

  ②居住費（滞在費） ユニット型個室   ２，０６６円（１日あたり） 

③個別サービス利用料金 

サービス項目 サービス内容 料 金 

希望食 希望による付加食、栄養強化食等 実 費 

特別食 特別献立及び特別な食材を使用する行事食 実 費 

理美容 カット、パーマ、毛染め等 実 費 

クラブ活動  実 費 

 

電気製品個別使用料 

テレビ、ラジカセ等 １ヶ月   ２００円 

冷蔵庫 １ヶ月   ３００円 

加湿器・空気清浄器 １ヶ月  １,０００円 

領収証再発行 依頼時に利用料領収証を再発行致します。 ３００円 

コピー代 

  

記録物の複写（白黒） １枚     １０円 

      （カラー） １枚     ５０円 

※ その他個別で希望されたサービスについては、実費をいただきます。 

④ 利用の中止時の利用料 

利用者の都合でサービスを中止する場合の利用料は、次のとおりです。 

・予定日の前日午後５時までにご連絡があれば無料です。 

・予定日の前日午後５時以降からは、キャンセル料が発生します。キャンセル料として 

１日分の基本料金の１割と１日分の食費、滞在費をいただきます。 
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（３）法定料金の減免措置 

① 利用者負担の軽減について 

   低所得の方でも施設利用が困難とならないよう、下の表に該当する方は、所得に応じた

負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は「特定入所者介護サービス費」と

して介護保険から給付されます。 

   低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、市に申請して「介護保険負担限

度額減額」の認定を受けてください。 

 ≪負担限度額(日額)≫  

利用者負担段階 
居住費等の負担限度額 

食費の負担限度額 
ユニット型個室 

 

第１段階 

本人が生活保護受給者又は老齢福祉年金の受給者で 

あって、預貯金額等の合計が 1000万円以下 

（夫婦の場合は 2000万円以下）の方 

 

８８０円 

 

   ３００円 

 

第２段階 

本人の前年の合計所得金額＋年金収入額が 80万 9千

円以下であって、預貯金額等の合計が 650万円以下 

（夫婦の場合は 1650万円以下）の方 

 

８８０円 

 

   ６００円 

 

第３段階① 

 

本人の前年の合計所得金額＋年金収入額が 80万 9千

円超 120万円以下であって、預貯金額等の合計が 550

万円以下（夫婦の場合は 1550万円以下）の方 

 

１,３７０円 

 

１，０００円 

 

第３段階② 

本人の前年の合計所得金額＋年金収入額が 120 万円

超であって、預貯金額等の合計が 500万円以下 

（夫婦の場合は 1500万円以下）の方 

 

  １，３７０円 

 

  １，３００円 

 ※全ての段階で本人と配偶者及び世帯全員が住民税非課税であることが該当要件です。 

※２号被保険者の方は、預貯金額等の合計は 1,000 万円以下（夫婦の場合は 2,000 万円以下）と

なります。 

② 社会福祉法人による利用者負担の軽減 

    下記の一定の要件に該当する方は、申請により利用者負担が軽減となります。 

対象者 軽減の対象 軽減率 

市民税非課税世帯である

老齢福祉年金受給者 

介護老人福祉施設サービスの利

用者負担額、居住費、食費 
利用者負担額の２分の１を軽減 

市民税非課税世帯であり、

特に生計が困難なため利

用料の負担が困難な方 

介護老人福祉施設サービスの利

用者負担額、居住費、食費 
利用者負担額の４分の１を軽減 

生活保護受給者 居住費 利用者負担額の全額を軽減 

③ 高額介護サービス費の制度 

    同一月内に利用したサービスの、介護報酬告示上の額の利用者負担割合に応じた額が高

額になり、一定額（上限額＝下表）を超えたときは、申請することでこえた分が「高額

介護サービス費」としてあとから支給されます。同じ世帯内に複数のサービス利用者が

いる場合には、世帯の合計額となります。 
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≪自己負担額の上限額（１か月）≫ 

対 象 者 自己負担の上限額（世帯合計） 

老齢福祉年金受給者で世帯全体が住民税非課税の方等 １５，０００円 

世帯全員が住民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収

入額の合計が 80万 9千円以下の方等 

２４，６００円 

（個人の場合は１５，０００円） 

世帯全員が住民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収

入額の合計が 80万 9千円を超える方 
２４，６００円 

上記以外の一般世帯の方 ４４，４００円 

課税所得 380万円未満の世帯の方 ４４，４００円 

課税所得 380万円以上 690万円未満の世帯の方 ９３，０００円 

課税所得 690万円以上の世帯の方 １４０，１００円 

  ④その他 

   行政による次のような減額のための制度があります。 

   ・災害や収入減少による減免 

   ・市民税課税世帯における食費・居住費の軽減   

   ・高額医療・高額介護合算制度 

 

（４）お支払い方法 

・翌月 10 日までに当月分の請求をいたしますので、翌月 25 日までにお支払いください。

入金確認後、領収書を発行いたします。 

・支払い方法は、指定銀行の預金口座振替又は振込、郵便払込のいずれかをご利用くださ

い。万一遅れた場合は、月末までに指定銀行口座へお振込みください。 

指定口座名   東邦銀行 桑野支店  普通預金口座 ５５００３０ 

        社会福祉法人 郡山福祉会 

        特別養護老人ホームうねめの里 

        理事長  矢部真裕美 

 

（５）償還払い 

利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、上記の施設利用と食費のサービス利

用料をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が

介護保険から払い戻しされます。 

 

８ サービス利用の手続き 

（１）利用申込み手続き 

     担当の介護支援専門員へお申込ください。介護支援専門員が申込の手続きを代行します。 
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（２）利用契約の終了 

① 利用者の都合で利用契約を終了される場合 

・サービスを利用中でなければ、文書でのお申し出によりいつでも解約できます。 

② 自動終了 

次の場合には、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者が介護保険施設に入所した場合 

・利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）又は要介護と認定された場合 

・利用者が死亡した場合 

③ その他 

・利用者がサービス料金の支払いを正当な理由がなく１ケ月以上遅延し、料金を支払うよ

うに催促したにもかかわらず 10日以内に支払いのない場合 

・利用者又はその家族等が当施設や職員又は他のご利用者に対して、この契約を継続し難

いほどの背信行為を行なった場合 

・やむを得ない事情により、当施設を閉鎖又は縮小する場合 

 

（３）利用期間中の中止 

    次の事由に該当する場合、利用期間中でもサービスを中止し、退所していただく場合が

あります。 

   ・利用者が中途退所を希望した場合 

   ・利用当日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

   ・他の利用者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合  

   ・利用中に体調が悪くなった場合 

   ・その他、事業者が利用の継続が困難だと判断した場合 

 

９ 利用に関する留意事項 

面 会 直接面会とオンライン面会で対応しています。 

面会については前日までに来所時間をご連絡ください。 

外 出 外出については、別途ご相談ください。 

居室、設備、器具の

利用 

施設内の居室や設備、器具は、本来の用法に従って利用ください。 

これに反しての利用により破損等が生じた場合、説明のうえ、修理

費を賠償していただく場合があります。 

喫 煙 全館禁煙です。 

 

10 苦情及び相談の受付について 

  当施設及び当施設以外でも、随時受け付けます。 

（１）当施設の担当 

苦情受付担当者 生活相談員  横山 玲子    

電話番号 地域密着型特別養護老人ホームうねめの里 はるひめ 

 ０２４－９５３－３２８５ 

受付時間 午前８時 30分 ～ 午後５時 30分 
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（２）当法人苦情解決委員会 第三者委員 

氏 名 役  職 住     所 電話番号 

大堀 甲一 当法人監事 郡山市七ツ池町 10番 11号 ０２４－９３４－４５９７ 

鈴木 茂宏 

 

片平方部 

民生児童委員 

郡山市片平町字中ノ沢 109-1 ０２４－９５２－２４２１ 

 

（３）当施設以外 

受 付 先 住    所 電話番号 

郡山市介護保険課 郡山市朝日１－２３－７ ０２４－９２４－３０２１ 

福島国民健康保険団体連合会 

苦情相談窓口 

福島市中町３－７ ０２４－５２８－００４０ 

福島県運営適正化委員会 

苦情解決部 

福島市渡利字七社宮１１１ ０２４－５２３－２９４３ 

 

11 緊急時の対応 

  緊急の事態や利用者の容体の急激な変化等があった場合は、介護職員、看護職員並びに主治 

医又は嘱託医師の連携による 24時間の連絡対応体制により、速やかに必要な措置を講じ、家

族の方に速やかに連絡いたします。なお、利用者が利用している訪問看護事業所がある場合

は事前の連絡等により連携を図ります。 

 

12 非常災害対策 

非常災害に備えて避難、救出その他必要な訓練(夜間想定を含め)を年６回以上実施いたします。

非常用の備蓄食料は 3日分を確保しています。 

 

13 事故発生時の対応 

  事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の必要な措置を講ずる

とともに、速やかに家族等関係諸機関に事故の発生状況及び今後の対応等について報告いた

します。 

 

14 賠償責任 

（１）事業者は、サービスの提供にともなって、施設の責めに帰すべく事由により利用者の生命、

身体、財産等に損害を及ぼした場合は、利用者にその損害を賠償いたします。 

（２）事業者は、自己の責めに帰すべき理由がない限り、損害賠償を負いません。特に以下の各

号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れます。 

① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを

告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

② 利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取、確認に対し故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱ

ら起因して損害が発生した場合 

④ 利用者が、事業者若しくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら

起因して損害が発生した場合 
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15 守秘義務に関する対策 

 個人情報に関する保護規程を作成し、それを遵守し、施設及び職員は、業務上知り得た利用

者又はその家族の情報を他には決して漏らしません。また、職員は退職後も個人情報保護の

責務を負います。 

 

16 身体拘束の禁止 

  入居者の自由を制限するような身体拘束は行いません。 

  ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には、入居者及びご家族へ

十分な説明を行い、同意を得るとともに、状態、期間等の記録を行います。 

  入居者の人権擁護、虐待防止を推進する観点から権利擁護委員会を設置し、虐待の発生また

はその再発を防止し身体拘束等の適正化のための対策を検討するために、３月に１回以上開

催します。 

その結果については、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。この委員会では、指

針を整備し、介護職員その他の従業者に対し、研修も計画し定期的に実施します。 

 

17 虐待防止の措置 

  入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行います。 

  入居者の人権擁護の観点から委員会を設置し、虐待の発生又はその再発を防止するための対

策を検討するために、３月に１回以上開催します。 

この委員会では、指針を整備し定期的な研修を年２回以上実施し、介護職員その他の従事者

に周知徹底を図るなど必要な措置を講じます。 

上記措置を適切に実施するために担当者を設置し、虐待等が発生した場合は緊急に委員会を

開催し、対応方法等について協議します。 

 

18 その他の留意事項 

  ① 所持品の持ち込みについて 

    可燃物、刃物等、利用者の共同生活の場として不適切なものについては、一切の持ち込

みをお断りいたします。熱を発生する電化製品の持ち込みは施設長に相談してください。 

  ② 医療機関の受診について 

    緊急時以外の受診は、原則としてご家族等での対応をお願いします。 

  ③ 迷惑行為について 

施設では、周りの人に迷惑を及ぼすような宗教活動や営利活動を行うことはできません。 

④ 変更事項の届出について 

利用者及び連帯保証人は、その身上に関する重要な事項に変更を生じた場合は、速やか

に管理者に届け出てください。 

⑤  火気について 

火気（家電製品を含む）の使用については、必ず施設長にご相談ください。 
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ユニット型短期入所生活介護の利用にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて 

重要な事項を説明しました。 

 

重要事項説明日     令和    年   月   日 

 

【事業者】 

  所 在 地  福島県郡山市片平町字妙見舘１０番地１ 

  名    称  社会福祉法人郡山福祉会 

  地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ併設 

  うねめの里はるひめショートステイ（介護予防） 

 

  管理者名  施設長    矢部  真裕美       印 

 

説 明 者   職 名      

 

氏 名                       印 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者からユニット型介護予防短期入所生活介護について

の重要事項説明を受け、同意しました。 

 

 【契約者、利用者】 

    住  所  

 

    氏  名                      印 

 

契約者は署名ができないため、契約者本人の意思を確認のうえ、 私が契約者に代わって、

その署名を代行します。 

【署名代行者】 

    住  所 

      

    氏  名                      印  

 

    契約者との関係 

 

【家族代表】（連帯保証人） 

   住  所 

 

    氏  名 

                             印 

     続   柄                        


